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理  由  

 多 機 能 端 末 機 に よ る 証 明 等 に 係 る 手 数 料 の 特 例 を 設 け る と と も に ，

住 宅 の 質 の 向 上 及 び 円 滑 な 取 引 環 境 の 整 備 の た め の 長 期 優 良 住 宅 の

普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ３ 年 法 律 第

４ ８ 号 ） に よ る 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ２ ０

年 法 律 第 ８ ７ 号 ） の 一 部 改 正 に 伴 う 長 期 優 良 住 宅 維 持 保 全 計 画 の 認

定 等 に 係 る 申 請 手 数 料 の 追 加 及 び 建 築 物 に 係 る エ ネ ル ギ ー の 使 用 の

合 理 化 の 一 層 の 促 進 そ の 他 の 建 築 物 の 低 炭 素 化 の 促 進 の た め に 誘 導

す べ き 基 準 （ 平 成 ２ ４ 年 経 済 産 業 省 ・ 国 土 交 通 省 ・ 環 境 省 告 示 第 １

１ ９ 号 ） の 一 部 改 正 に 伴 う 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 認 定 申 請 手 数 料

の 見 直 し を 行 う ほ か ， 所 要 の 規 定 整 備 を 行 う た め 。  
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伊 丹 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ４ 年 伊 丹  

市 条 例 第   号 ）  

伊 丹 市 手 数 料 条 例 （ 平 成 １ ２ 年 伊 丹 市 条 例 第 ７ 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

付 則 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

（ 多 機 能 端 末 機 に よ る 証 明 等 に 係 る 手 数 料 の 特 例 ）  

６  当 分 の 間 ， 多 機 能 端 末 機 （ 本 市 の 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線 に  

よ り 接 続 さ れ た 民 間 事 業 者 が 設 置 す る 端 末 機 で ， 証 明 書 を 交 付 す  

る 機 能 を 有 す る も の を い う 。 ） を 利 用 す る こ と に よ り 交 付 の 申 請  

が あ っ た 住 民 票 の 写 し 及 び 印 鑑 登 録 証 明 に 係 る 手 数 料 に つ い て は ，

別 表 第 １ 中 「 ３ ０ ０ 円 」 と あ る の は 「 ２ ０ ０ 円 」 と す る 。  

別 表 第 ２ 第 ５ １ 号 の ２ 中 「 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 認 定 申 請 手 数  

料 」 を 「 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 及 び 長 期 優 良 住 宅 維 持 保 全 計 画 認  

定 申 請 手 数 料 」 に ， 「 か ら 第 ５ １ 号 の ４ ま で に お い て 「 計 画 」 を 「  

及 び 次 号 に お い て 「 建 築 等 計 画 」 と い う 。 ） 及 び 長 期 優 良 住 宅 維 持  

保 全 計 画 （ 以 下 こ の 号 及 び 次 号 に お い て 「 維 持 保 全 計 画 」 に 改 め ，  

同 号 ア 中 「 計 画 （ 以 下 こ の 号 及 び 次 号 」 を 「 建 築 等 計 画 又 は 維 持 保  

全 計 画 （ イ 」 に 改 め ， 同 号 ア （ア）中 「 計 画 」 を 「 建 築 等 計 画 又 は 維 持  

保 全 計 画 」 に ， 「 増 改 築 の 場 合 は ， ２ １ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 増 改 築 に  

係 る 建 築 等 計 画 又 は 維 持 保 全 計 画 の 場 合 は ， ２ １ ， ０ ０ ０ 円 」 に 改  

め ， 同 号 ア （イ）か ら （ケ）ま で の 規 定 中 「 増 改 築 」 の 右 に 「 に 係 る 建 築 等  

計 画 又 は 維 持 保 全 計 画 」 を 加 え ， 同 号 イ 中 「 し な い 計 画 」 を 「 し な  

い 建 築 等 計 画 又 は 維 持 保 全 計 画 」 に 改 め ， 同 号 イ （ア）か ら （ケ）ま で の 規  

定 中 「 増 改 築 」 の 右 に 「 に 係 る 建 築 等 計 画 又 は 維 持 保 全 計 画 」 を 加  

え ， 同 号 後 段 中 「 計 画 」 を 「 建 築 等 計 画 」 に 改 め ， 同 表 第 ５ １ 号 の  

３ 中 「 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 変 更 認 定 申 請 手 数 料 」 を 「 長 期 優 良  

住 宅 建 築 等 計 画 及 び 長 期 優 良 住 宅 維 持 保 全 計 画 変 更 認 定 申 請 手 数 料 」

に 改 め ， 同 号 前 段 中 「 計 画 に 係 る 」 を 削 り ， 「 計 画 」 を 「 建 築 等 計  

画 又 は 維 持 保 全 計 画 」 に 改 め ， 「 増 改 築 」 の 右 に 「 に 係 る 建 築 等 計  

画 又 は 維 持 保 全 計 画 」 を 加 え ， 同 号 後 段 中 「 ， 計 画 」 を 「 ， 建 築 等  
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計 画 又 は 維 持 保 全 計 画 」 に 改 め ， 同 号 後 段 （ア）中 「 計 画 」 を 「 建 築 等  

計 画 」 に 改 め ， 同 号 後 段 （イ）中 「 計 画 」 を 「 建 築 等 計 画 又 は 維 持 保 全  

計 画 」 に 改 め ， 「 増 改 築 」 の 右 に 「 に 係 る 建 築 等 計 画 又 は 維 持 保 全  

計 画 」 を 加 え ， 同 号 後 段 （ウ）中 「 計 画 」 を 「 建 築 等 計 画 又 は 維 持 保 全  

計 画 」 に ， 「 又 は 第 ６ 号 」 を 「 ， 第 ６ 号 又 は 第 ７ 号 」 に 改 め ， 「 増  

改 築 」 の 右 に 「 に 係 る 建 築 等 計 画 又 は 維 持 保 全 計 画 」 を 加 え ， 同 表  

第 ５ １ 号 の ５ 中 「 認 定 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 」 の 右 に 「 及 び 認 定  

長 期 優 良 住 宅 維 持 保 全 計 画 」 を 加 え ， 同 表 第 ５ １ 号 の ６ ア （ア）ｂ 中 「  

（ 以 下 こ の 号 に お い て 「 性 能 評 価 書 」 と い う 。 ） 」 を 削 り ， 同 号 イ  

中 「 （ 計 画 に 係 る 部 分 が 住 戸 の 部 分 の み で あ る 場 合 は ， 当 該 計 画 に  

係 る 住 戸 の 部 分 。 以 下 こ の イ に お い て 同 じ 。 ） 」 を 削 り ， 同 号 イ （ア） 

か ら （キ）ま で の 規 定 中 ｂ を 削 り ， ｃ を ｂ と し ， 同 号 中 「 ， 住 戸 に 係 る  

計 画 の 認 定 と 当 該 住 戸 を 含 む 建 築 物 に 係 る 計 画 の 認 定 を 併 せ て 申 請  

す る と き は ， 上 記 イ の 規 定 に よ り 算 定 し た 額 と し 」 を 削 る 。  

付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は ， 令 和 ４ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し ， 付 則

に １ 項 を 加 え る 改 正 規 定 は ， 令 和 ５ 年 １ 月 ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に 申 請 の あ

っ た 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 （ 一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 建 築 物 で 住

宅 部 分 を 有 す る も の 又 は 住 宅 部 分 及 び 非 住 宅 部 分 を 有 す る 建 築 物

に 係 る も の に 限 る 。 ） に 係 る 変 更 認 定 申 請 手 数 料 及 び 軽 微 変 更 該

当 証 明 手 数 料 の 規 定 の 適 用 に つ い て は ， こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の

伊 丹 市 手 数 料 条 例 別 表 第 ２ 第 ５ １ 号 の ６ の 規 定 は ， 施 行 日 以 後 に

お い て も ， な お そ の 効 力 を 有 す る 。  
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